
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次

の
土
地
改
良
施
設
の
管
理
規
程
を
平
成
十
九
年
五
月
七
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
六
か
月
以
内
に
、
広
島
県
を
被
告
と
し
て
、
こ
の
認
可
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
　

平
成
十
九
年
五
月
十
七
日

広
島
県
知
事  

藤　
　

田　
　

雄　
　

山

土

地

改

良

区

名

称

土
地
改
良
施
設

名

称

土
地
改
良
施
設

所

在

地

管

理

規

程

概

要

藤
井
川
沿
岸
土
地
改

良
区

竜
泉
寺
ダ
ム

尾
道
市
木
ノ
庄
町
大

字
門
田

１　

貯
水
・
取
水
又
は
放
流
に
関
す

る
事
項

２　

ゲ
ー
ト
の
操
作

３　

点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項

４　

緊
急
事
態
に
お
け
る
措
置
に
関

す
る
事
項

５　

観
測
及
び
調
査
に
関
す
る
事
項


